
消費者行政に係る意思表明 

 

 入善町では、消費者を取りまく厳しい環境に対応するため、生活安全相談窓

口を設置し、相談担当職員を配置して、町民の身近な相談を受ける窓口体制を

とっています。しかし、悪質業者の手口は、年々複雑化かつ巧妙化しており、

悪質商法や特殊詐欺などに関する相談も多様化しております。 

 町では、安全安心に暮らせる社会を目指し、近年増加傾向にある消費生活に

関する諸問題への対策として、消費者への迅速な情報提供や意識啓発を図りま

す。 

 今後におきましても、町民のみなさまの安全安心な消費生活の実現を図るた

め、継続的に消費者行政に対し一層の充実に取り組んでまいります。 
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